
建設業の許可区分を変更する場合 

 入札参加資格を登録している業種について、建設業の許可区分を「一般建設業 から 特定建設業」、あ

るいは「特定建設業 から 一般建設業」に変更する場合は、以下のとおり変更申請を提出してください。 

 許可区分の変更は、「システムによる変更」ではできません。「様式による変更」として申請してくださ

い。 

 

＜ 対象自治体 ＞ 

 以下の自治体に登録がある場合に建設業の許可区分の変更が生じた際は、埼玉県入札審査課に必要書類

を提出してください。 

埼玉県、さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、 

加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、 

草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、 

久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、 

日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、滑川町、嵐山町、 

小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、 

美里町、神川町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町、越谷・松伏水道企業団、 

戸田ボートレース企業団、秩父広域市町村圏組合、埼玉西部消防組合 

 

＜ 提出書類 ＞ 

 ア 変更届（別紙１） 

  ⇒ 埼玉県入札審査課のホームページ（工事等／変更申請）で入手してください。 

 イ 許可通知書又は証明書の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜ 提出方法 ＞ 

１ 事業者登録をする 

  事業者申請ポータルを開き、事業者登録を行います。 

  既に事業者申請ポータルで事業者登録が済んでいる方は再度登録する必要ありません。 

  行政書士が代理申請する場合、会社ごとではなく行政書士として事業者登録してください。 

 

 （1） 事業者申請ポータル（https://saitamapref.service-now.com/csm）にアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 （2） 「事業者登録」をクリックし、事業者登録フォームを開き、必要項目を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）事業所ごとの登録は不要です。 

注）一つのメールアドレスにつき、 
   １事業者登録となります。 

管理者情報は、申請事務を行う担当者情報を入力

してください。 

登録後、管理者情報に入力された連絡先メール 

アドレスあてに、メールが届きます。 

 

メールアドレスの登録を間違えると、その後の 

手続ができません。 

誤って間違ったメールアドレスを登録してしま

った場合は再度事業者登録をし直してください。

メールアドレスの修正はできません。 

事業所ごとの 

登録は不要です。 

 埼玉県事業者申請ポータルを利用するには、 

 事業者登録が必要です。  

 

行政書士が代理申請する場合、事業者名は、「〇〇行政書士法人」、

「〇〇行政書士事務所」「行政書士〇〇」のように登録してください。 

https://saitamapref.service-now.com/csm


 （3） 利用規約を確認の上、チェックボックスをチェックし、入力内容に誤りがないことを確認し、 

「登録」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （4） 事業者登録完了通知メールが連絡先メールアドレスあてに送信されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5） メール中のパスワード設定リンクをクリックし、パスワード設定画面を開き、 

   パスワード条件に合致するパスワードを入力し、「パスワードの設定」を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事業者登録・パスワードの設定の操作で不明な点は 

 下記あてに御連絡ください。 

 行政・デジタル改革課 DX 推進担当︓a2440-13@pref.saitama.lg.jp 

 

※登録送信した翌日になってもメールが届かない場合は、 

 再度、 事業者登録 をし直してください。 

 

 



２ 書類をアップロード・送信する 

【アップロードするファイルには以下のとおり名前を付けて下さい。】 

 

 （1） 事業者申請ポータル（https://saitamapref.service-now.com/csm）にアクセスしてください。 

 

 （2） 「競争入札参加資格申請」を選択し、ユーザ名、パスワードを入力し、ログインしてください。 

 

 

 

 

 

  ファイル名 書類名 ファイル形式 

 変更届【業者番号】 変更届（別紙１） Excel（拡張子︓xlsx） 

 許可【業者番号】 許可通知書又は証明書の写し ＰＤＦ（拡張子︓ｐｄｆ） 

又は画像ファイル 

（拡張子︓ｊｐｇ、ｊｐｅｇ、 

ｐｎｇ、ｇｉｆ、ｔｉｆｆ、 

ｔｉｆ） 

https://saitamapref.service-now.com/csm


 （3） 「【工事】新規・追加・抹消・権限変更等」を選択してください。 

 

 

 （4） 「申請種別」から「建設業の許可区分(一般/特定)の変更」を選択し、添付ファイルを追加

し、「送信」ボタンを押してください。行政書士が代理申請する場合は、「行政書士記入欄」を

記入してください。 

 

 

 

 

 

添付ファイルの送信方法 

①申請書類を電子で用意する 

②ファイルに名前を付ける。 

  変更届【業者番号】、許可【業者番号】など 

③クリップボタンを押して、ファイルを添付 

 ＊添付ファイルの数に制限はありません。 

建設業許可の許可区分(一般/特定の変更)を選択 



○事業者申請ポータルでアップロードした書類の送信状況を確認する方法○ 

  １ ログインした状態で、右上の「過去の申請」をクリックします。 

 

  ２ 送信履歴が一覧で表示されるので、確認したい送信履歴をクリックします。 

 

 

 

 

行政書士が代理申請した場合は、「キーワード検索」に

業者名を入力して検索すると、該当する業者のみが 

検索結果に表れます。 



  ３ 送信した書類一覧が表示されます。送信した書類を確認する場合は、表示されるファイル名をク

リックします。また、詳細を確認する場合は「関連レコード」をクリックします。 

 

  ４ ３で関連レコードをクリックすると、詳細情報が確認できます。 

 

 

 

行政書士が代理申請した場合は、 

行政書士記入欄で業者名を確認できます。 



書類の事業者申請ポータルへの添付が難しい場合、メールでお送りください。 

メールでの送付も難しい場合のみ、郵送としてください。 

 

  メールの場合は、下記宛先に提出書類を添付して送付してください。 

 【メール送付先】送付先︓a5770-10@pref.saitama.lg.jp 

  件名は「業者番号（10ケタ）・許可区分変更申請書類」としてください。 

 

  郵送の場合は、すべての書類を共同受付窓口まで、信書（簡易書留、レターパック等）で郵送

してください。 

  変更届(別紙１)は表紙も提出してください。 

 【郵送送付先】 〒３３０－９３０１ 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

         埼玉県 総務部 入札審査課 共同受付窓口 (工事) 

        （令和５・６年度工事 変更申請書類在中） 
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